
公益財団法人鳥取県スポーツ協会積立金の管理等に関する規程 

 

(趣旨) 

第１条 この規程は、公益財団法人鳥取県スポーツ協会（以下「本会」という。）に設置

する積立金に関して、必要な事項を定めるものとする。 

 

(積立金の設置目的) 

第２条 鳥取県のスポーツ振興を図るための積立金として、別表の第２欄に掲げる目的に

資するため、それぞれ同表の第１欄に掲げる積立金を設置する。 

 

（積立金の事業） 

第３条 積立金から生じる運用益金等は、別表第３欄に掲げる事業に充てるものとする。 

 

(積立て等) 

第４条 別表に掲げる積立金において、積立金として積み立てる額及びそれに関し必要な

事項は、別表第４欄に掲げるところによる。 

２ 別表に掲げる積立金は、必要に応じ、予算の定めるところにより積立金の額を増額す

ることができる。 

３ 前項の規定により増額が行われたときは、積立金の額は、増加額相当額増加するもの

とする。 

 

(積立金の管理) 

第５条 積立金に属する現金は、金融機関への預金その他の最も確実かつ有利な方法によ

りこれを保管しなければならない。 

２ 積立金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることがで

きる。 

 

(運用益金の整理等) 

第６条 積立金の運用から生ずる収益の整理又は処理は、別表の第５欄に掲げるところに

よる。 

 

（事業計画及び予算） 

第７条 積立金事業は、事業開始前に積立金事業計画及び収支計算書を作成し、理事会の

承認を得なければならない。 

 

（事業報告及び決算） 

第８条 積立金事業は、毎事業年度終了後、事業報告書及び決算書を作成し、理事会の承

認を得なければならない。 

 



(処分) 

第９条 積立金は、別表の第６欄に掲げる事由に該当する場合に、鳥取県の承認を得たう

えで理事会の議決によりこれを処分することができる。 

 

(委任) 

第１０条 この規程に定めるもののほか、積立金の管理等に関し必要な事項は、会長が別

に定める。 

 

   附 則 

この規程は、平成２８年４月１日から施行する。 

     附 則 

この規程は、令和２年４月１日から施行する。 
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